
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
デジタル回線網と、このデジタル回線網の通話チャンネルを介して相手先電話端末と接続
する電話端末とを収容する構内電話交換機であって、
前記構内電話交換機は、一つの通話チャンネルと電話端末とを接続して、相手先電話端末
と電話端末との通話中に、前記電話端末からの 操作に応じて前記デジタル回線
網に切断メッセージ（ＤＩＳＣ）を送信し、前記デジタル回線網から解放メッセージ（Ｒ
ＥＬ）を受信すると、前記デジタル回線網に解放完了メッセージ（ＲＥＬ　ＣＯＭ）を送
信

することを特徴とする構内電話交換機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタル回線網と、このデジタル回線網の通話チャンネルを介して相手先電話
端末と接続する電話端末とを収容する構内電話交換機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、このような構内電話交換機においては、デジタル回線網と、このデジタル回線網の
通話チャンネルを介して相手先電話端末と接続する電話端末とを収容するものである。
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し、前記電話端末がオンフックされるまでは、この電話端末と通話チャンネルとの接続
を維持し、前記電話端末からのダイヤル操作に応じて、前記デジタル回線網に呼設定メッ
セージ（ＳＥＴ　ＵＰ）を送信



【０００３】
では、このような構内電話交換機に収容した電話端末からデジタル回線網の相手先電話端
末に連続発信する場合の動作について説明する。
【０００４】
図４は従来の構内電話交換機とデジタル回線網との間における電話端末の連続発信動作に
係わる処理動作を示すシーケンス図である。
【０００５】
図４において構内電話交換機とデジタル回線網との間においては電話端末と相手先電話端
末との通話中（ステップＳ３１）に、電話端末の受話器 下 オンフックキ
ー れると（ステップＳ３２）、前記構内電話交換機は、電話端末と相手先電話
端末との通話終了を促す、つまり相手先電話端末における通話チャンネルの解放を促す切
断メッセージ（ＤＩＳＣ）をデジタル回線網に通知する（ステップＳ３３）。
【０００６】
このデジタル回線網は、切断メッセージを受けると，通話中の通話チャンネルの

、相手先電話端末における通話チャンネル 解放準備に たことを示す解放メッ
セージ（ＲＥＬ）を構内電話交換機に通知する（ステップＳ３４）。
【０００７】
この構内電話交換機は、解放メッセージを受けると、相手先電話端末における通話チャン
ネルの解放が完了し、通話チャンネルの再使用が可能になったことを示す解放完了メッセ
ージ（ＲＥＬ　Ｃ ）をデジタル回線網に通知する（ステップＳ３５）。尚、この際、
通話チャンネルは空き状態となる。
【０００８】
次に、前記構内電話交換機は、電話端末から、受話器を上げるオフフック操作（ステップ
Ｓ３６）及び他の相手先電話端末のダイヤル番号がダイヤル操作されると（ステップＳ３
７）、現在空き中の通話チャンネルを捕捉して、この捕捉した通話チャンネルを介して、
呼設定を要求する呼設定メッセージ（ＳＥＴＵＰ）をデジタル回線網に通知する（ステッ
プＳ３８）。
【０００９】
このデジタル回線網は、呼設定メッセージを受けると、呼設定が開始されて、これ以上の
呼設定情報が不要であることを示す呼設定受付メッセージ（ＣＡＬＬ
ＰＲＯＣ）を構内電話交換機に通知する（ステップＳ３９）。
【００１０】
さらに、前記デジタル回線網は、着信側ユーザー（相手先電話端末）の呼出動作が開始し
たことを示す呼出メッセージ（ＡＬＥＲＴ）を構内電話交換機に通知する（ステップＳ４
０）。さらに、前記デジタル回線網は、着信側ユーザー（相手先電話端末）が応答し、通
信が可能となったことを示す応答メッセージ（ＣＯＮＮ）を構内電話交換機に通知する（
ステップＳ４１）。
【００１１】
この構内電話交換機は、この応答メッセージを受けると、この応答メッセージの確認応答
を示す応答確認メッセージ（ＣＯＮＮ　ＡＣＫ）を前記デジタル回線網に通知する（ステ
ップＳ４２）。これによって、前記電話端末と相手先電話端末とは通話状態となる（ステ
ップＳ４３）。
【００１２】
つまり、この電話端末による連続発信操作としては、例えば相手先電話端末と電話端末と
を通話チャンネルを介して接続し、相手先電話端末と電話端末との通話後に、一旦、電話
端末側の受話器を下ろしてオ フックする。そして、電話端末のユーザーは、再度、電話
端末側の受話器をあげてオンフックし、相手先電話番号をダイヤル操作することにより、
相手先電話端末又は他の相手先電話端末に発信するようにしていた。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、上記従来の構内電話交換機においては、電話端末による連続発信操作を行
うような場合、通話後に、電話端末側の受話器を下ろすことにより、接続中の通話チャン
ネルまでも切断して空きチャンネルとしてしまうため、例えば通話チャンネル数が少ない
場合には接続中の通話チャンネルを切断した後、この通話チャンネルは空きになって、他
の相手先電話端末から電話端末に着信があった場合には、この着信を受けて終話をした後
、さらに空きの通話チャンネルを捕捉してから、再度、電話端末からの発信操作を行わな
ければならないといった問題点があった。
【００１４】
また、従来の構内電話交換機において、アナログ回線での連続発信の場合、受話器の下げ
上げ操作をするかわりに、ワンタッチのフッキング（ワンタッチキー押下）操作をするこ
とにより、切断信号を送出した後、発信信号を送出するだけで連続発信動作が実現可能で
あり、このようなアナログ回線における連続発信動作は公知である。
【００１５】
しかしながら、上記従来の構内電話交換機において、デジタル回線における連続発信動作
においては切断制御シーケンス及び発信制御シーケンスが必要であるためにシーケンス制
御上、通話後に電話端末側の受話器を下ろした（オンフック）後、再度、受話器をあげて
相手先ダイヤル番号を操作しなければならず、非常に煩わしい操作が必要であるといった
問題点があった。
【００１６】
本発明は、これら上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、デ
ジタル回線網における連続発信機能に要する操作性を良好にしながら、かつ電話端末によ
る連続発信機能中における通話チャンネルを確保することができる構内電話交換機を提供
することにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明における請求項１記載の構内 交換機は、デジタル回
線網と、このデジタル回線網の通話チャンネルを介して相手先電話端末と接続する電話端
末とを収容する構内電話交換機であって、前記構内電話交換機は、一つの通話チャンネル
と電話端末とを接続して、相手先電話端末と電話端末との通話中に、前記電話端末からの

操作に応じて前記デジタル回線網に切断メッセージ（ＤＩＳＣ）を送信し、前
記デジタル回線網から解放メッセージ（ＲＥＬ）を受信すると、前記デジタル回線網に解
放完了メッセージ（ＲＥＬ　ＣＯＭ）を送信

することを特徴
とする。
【００１９】
従って、本発明における請求項１及び２記載の構内電話交換機によれば、相手先電話端末
と電話端末との通話中に、前記電話端末からの所定ワンタッチ操作に応じて相手先電話端
末と電話端末との通話を切断し、この通話切断後であっても、この電話端末がオンフック
されるまでは、この電話端末と通話チャンネルとの接続を維持するようにしたので、相手
先電話端末との通話を切断した後でも電話端末がオンフックされるまでは接続中の通話チ
ャンネルを確保することができ、さらに簡単な操作でデジタル回線網における連続発信機
能を実現することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を示す構内電話交換機について説明する。図１
は本発明の実施の形態を示す構内電話交換機及びデジタル回線網の概略構成を示すブロッ
ク図である。図２は構内電話交換機に収容される電話端末の盤面図である。
【００２１】
図１において構内電話交換機（ＰＢＸ）１は、デジタル回線網２と、このデジタル回線網
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し、前記電話端末がオンフックされるまでは
、この電話端末と通話チャンネルとの接続を維持し、前記電話端末からのダイヤル操作に
応じて、前記デジタル回線網に呼設定メッセージ（ＳＥＴ　ＵＰ）を送信



２の通話チャンネル２ａを介して相手先電話端末（ＴＥＬ　Ｂ，ＴＥＬ　Ｃ，ＴＥＬ　Ｄ
）３Ｂ，３Ｃ，３Ｄと接続する電話端末（ＴＥＬ　Ａ）４とを収容し、この電話端末４と
接続制御するライン回路（ＬＩＮ）５と、前記デジタル回線網２と接続制御する局線及び
専用回線トランク（ＣＯＴ／ＰＲＩ）６と、この構内電話交換機１の制御プログラム及び
局データ等を記憶するメモリ（ＭＭ）７と、このメモリ７に記憶中の制御プログラム等に
基づいて構内電話交換機１全体を制御する中央処理装置８とを有している。
【００２２】
また、図２に示すように電話端末４の盤面には、連続発信動作をワンタッチ操作で促すフ
ッキングキー（Ｈｏｏｋｉｎｇ）４ａと、ダイヤル番号を入力するダイヤルキー４ｂとを
有している。
【００２３】
では、次に本実施の形態に示す構内電話交換機１における電話端末４の連続発信動作につ
いて説明する。
【００２４】
図１に示す電話端末４は、構内電話交換機１を介してデジタル回線網２における相手先電
話端末３Ｂとの通話中に、この通話を終話して、例えば相手先電話端末３Ｄと通話を行う
場合、電話端末４のフッキングキー４ａをワンタッチ操作する。
【００２５】
電話端末４のユーザーは、フッキングキー４ａをワンタッチ操作することにより、相手先
電話端末３Ｂとの通話を切断し、相手先電話端末３Ｄの相手先ダイヤル番号をダイヤル操
作することにより、相手先電話端末３Ｄを呼び出す。尚、前記相手先電話端末３Ｂと通話
を切断したとしても、前記デジタル回線網２における電話端末４と接続中の通話チャンネ
ル２ａは切断することなく、そのまま確保してある。
【００２６】
この相手先電話端末３Ｄが呼び出しに応答すると、相手先電話端末３Ｄと電話端末４とは
通話状態となる。このように電話端末４による連続発信動作を実現することができる。
【００２７】
では、より詳細に、このデジタル回線網２における連続発信動作について説明する。図３
は構内電話交換機１とデジタル回線網２との間における電話端末４の連続発信動作に係わ
る処理動作を示すシーケンス図である。
【００２８】
図３において構内電話交換機１とデジタル回線網２との間においては電話端末４と相手先
電話端末３Ｂとの通話中（ステップＳ１１）に、電話端末４の操作キーであるフッキング
キー４ａがワンタッチ操作されると（ステップＳ１２）、前記構内電話交換機１は、電話
端末４と相手先電話端末３Ｂとの通話終了を促す、つまり相手先電話端末３Ｂにおける通
話チャンネル２ａの解放を促す切断メッセージ（ＤＩＳＣ）をデジタル回線網２に通知す
る（ステップＳ１３）。
【００２９】
このデジタル回線網２は、切断メッセージを受けると，通話中の通話チャンネル２ａの

、相手先電話端末３Ｂにおける通話チャンネル２ａの解放準備に たこと
を示す解放メッセージ（ＲＥＬ）を構内電話交換機１に通知する（ステップＳ１４）。
【００３０】
この構内電話交換機１は、解放メッセージを受けると、相手先電話端末３Ｂにおける通話
チャンネル２ａの解放が完了し、通話チャンネル２ａの再使用が可能になったことを示す
解放完了メッセージ（ＲＥＬ　Ｃ ）をデジタル回線網２に通知する（ステップＳ１５
）。
【００３１】
尚、この際、通話チャンネル２ａを解放したとはいえ、その通話チャンネル２ａと電話端
末４との接続状態は確保してある。従って、例えば相手先電話端末３Ｃから電話端末４に
着信があったとしても、通話チャンネル２ａが空き状態ではないので、電話端末４への着
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信はできなくなり、電話端末４への着信を防止することができる。
【００３２】
次に、前記構内電話交換機１は、電話端末４から他の相手先電話端末３Ｄのダイヤル番号
がダイヤル操作されると（ステップＳ１６）、現在確保中の通話チャンネル２ａを介して
、呼設定を要求する呼設定メッセージ（ＳＥＴＵＰ）をデジタル回線網２に通知する（ス
テップＳ１７）。このデジタル回線網２は、呼設定メッセージを受けると、呼設定が開始
されて、これ以上の呼設定情報が不要であることを示す呼設定受付メッセージ（ＣＡＬＬ
　ＰＲＯＣ）を構内電話交換機１に通知する（ステップＳ１８）。
【００３３】
さらに、前記デジタル回線網２は、着信側ユーザー（相手先電話端末３Ｄ）の呼出動作が
開始したことを示す呼出メッセージ（ＡＬＥＲＴ）を構内電話交換機１に通知する（ステ
ップＳ１９）。さらに、前記デジタル回線網２は、着信側ユーザー（相手先電話端末３Ｄ
）が応答し、通信が可能となったことを示す応答メッセージ（ＣＯＮＮ）を構内電話交換
機１に通知する（ステップＳ２０）。
【００３４】
この構内電話交換機１は、この応答メッセージを受けると、この応答メッセージの確認応
答を示す応答確認メッセージ（ＣＯＮＮ　ＡＣＫ）を前記デジタル回線網２に通知する（
ステップＳ２１）。これによって、前記電話端末４と相手先電話端末３Ｄとは通話状態と
なる（ステップＳ２２）。
【００３５】
従って、本実施の形態によれば、相手先電話端末３Ｂと電話端末４との通話中に、前記電
話端末４のフッキングキー２ａによるワンタッチ操作に応じて、相手先電話端末３Ｂと電
話端末４との通話を切断し、この通話切断後であっても、この電話端末４がオンフックさ
れるまでは、この電話端末４と通話チャンネル２ａとの接続を維持するようにしたので、
相手先電話端末３Ｂとの通話を切断した後でも電話端末４がオンフックされるまでは接続
中の通話チャンネル２ を確保することができる。
【００３６】
つまり、本実施の形態によれば、通話中に何度もフッキングキー４ａによる連続発信をし
ている間は、電話端末４への着信はなく、同一の通話チャンネル２ａを使用しての発信に
専念することができ、又、同一通話チャンネル２ａを使用しているので、一度発信すれば
、次に再発信する際に、空き通話チャンネルが無く、再発信できないといった事態は確実
に防止することができる。
【００３７】
さらに、このことはマーケッティングリサーチ等、比較的発信の比重が多いユーザー等の
、デジタル回線の有効利用、業務効率の向上等が可能となる。
【００３８】
また、本実施の形態によれば、デジタル回線網２もアナログ回線網と同様に、通話中に電
話端末４のフッキングキー４ａ及びダイヤルキー４ｂを押下するだけで、連続発信が可能
となり、ユーザーはアナログ／デジタル回線を意識せずに、連続発信することができる。
【００３９】
【発明の効果】
上記のように構成された本発明の構内電話交換機によれば、相手先電話端末と電話端末と
の通話中に、前記電話端末からの所定ワンタッチ操作に応じて相手先電話端末と電話端末
との通話を切断し、この通話切断後であっても、この電話端末がオンフックされるまでは
、この電話端末と通話チャンネルとの接続を維持するようにしたので、相手先電話端末と
の通話を切断した後でも電話端末がオンフックされるまでは接続中の通話チャンネルを確
保することができ、さらに簡単な操作でデジタル回線網における連続発信機能を実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態を示す構内電話交換機及びデジタル回線網の概略構成を示す
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ブロック図である。
【図２】本実施の形態に示す構内電話交換機に収容された電話端末の盤面図である。
【図３】本実施の形態に示す構内電話交換機及びデジタル回線網間の連続発信動作に係わ
るシーケンス図である。
【図４】従来の構内電話交換機及びデジタル回線網間の連続発信動作に係わるシーケンス
図である。
【符号の説明】
１　構内電話交換機（ＰＢＸ）
２　デジタル回線網
２ａ　通話チャンネル
３　相手先電話端末（ＴＥＬ　Ｂ，ＴＥＬ　Ｃ，ＴＥＬ　Ｄ）
４　電話端末（ＴＥＬ　Ａ）
４ａ　フッキングキー（Ｈｏｏｋｉｎｇ）
４ｂ　ダイヤルキー
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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